
第７次豊川市総合計画策定

　豊川市では、令和８年度から１０年間のまちづくりの新たな指針とな
る『第７次豊川市総合計画』を、令和６、７年度の２年間でつくります。
　この計画づくりにおいて、高校生や大学生など、将来にわたって豊川
市のまちづくりを担う若い世代のみなさんに意見をいただく「若者ワー
クショップ」の参加者を募集します。
　まちづくりに興味があり、これからの豊川市を一緒に考えていただけ
る熱意をお持ちの方のご応募をお待ちしています。

【募集期間：令和６年５月７日（火） ～ ６月７日（金）】



提出日：令和６年　　月　　日

２４人

〒　　　－　　　

豊川市

　以下の日程で、２回開催します。 電話番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

令和６年８月１０日（土） 参加者の氏名、写真等が、市のホームページ等に掲載されることに同意します。

午後１時～（４時間程度） 豊川市役所

令和６年８月１７日（土） 本庁舎３階 本３１会議室

午後１時～（４時間程度）

次の質問について、自分の考えを自由に書いてください。

① どのようなときに、豊川市は住みやすい（住みにくい）と感じますか？

●　住みやすいと感じる点

※郵送の場合は、６月７日（金）の消印有効です。 ●　住みにくいと感じる点

② あなたは、１０年後も豊川市に住んでいると思いますか？また、それはなぜだと思いますか？

例１）豊川市は○○だから、このまま住んでいると思う。 例２）豊川市は△△だから、引っ越していると思う。

※応募が定員を超えた場合には、抽選とさせていただく場合があります。

〒４４２―８６０１

豊川市諏訪１丁目１番地

豊川市役所企画政策課「総合計画若者ワークショップ参加者募集」係

ＴＥＬ：0533-89-2126　ＦＡＸ：0533-89-2125 ③　１０年後の豊川市は、どのようなまちになっていて欲しいですか？　

E-mail：kikaku@city.toyokawa.lg.jp 例）○○○があって、・・・・・・○○○なまちになっていてほしい。

（１） 参加者には、図書カード（１回の参加につき1,000円分）を差し上げます。

（２）

（３） 未成年の方が応募する場合は、保護者の方の同意を得たうえで、応募してください。 ご応募ありがとうございます！

（続き柄：　　　　　　　　）
保護者氏名：
（自署）

保護者の同意

□ 会社員　□ 自営業　□ 学生職　業

携帯番号

□ その他（　　　　　　　　）
※□に「レ」点
を記入するなど
して選択

(令和６年４月１日現在　　　　歳)

　　　　　年　　　月　　　日生
生年月日住　　所
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　６月中に郵送でお知らせします。（応募が定員を超える場合は、ご参加いただけない場合があります。）

※平日の日中に連絡
可能なもの

連絡先

第１回

第２回

※応募者が未成年の
場合に記入

会議の主な内容、参加者の氏名、写真等を、市のホームページや令和７年度末頃に作成する

第７次豊川市総合計画の冊子等にも掲載します。

日時

ふりがな

第７次豊川市総合計画策定 若者ワークショップ応募用紙

別紙様式

※応募用紙は市役所（本庁舎２階・企画政策課）にあります。市ホームページからダウンロードもできます。 

会場

※市役所での受付は、土・日曜日、祝日を除きます。

　市内に在住する１５歳から２７歳まで（令和６年４月１日現在）で、開催するワークショップのすべ

ての日程に出席できる方

　応募用紙（別紙様式）に必要事項を記入のうえ、市役所（本庁舎２階・企画政策課）へ持参いただ

くか、郵送してください。

１ 募集人数

２ 応募資格

３ ワークショップ開催日時

４ 応募方法

５ 応募結果

７ その他

６ 応募・問い合わせ先


